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綜 説

食品衛生学的見地か ら観た腸内細菌の今昔(皿)

「特 に 赤 痢 菌 群Shigella groupに 就 い て 」(其 の 二)

平  田  一  土
鋳

2.所 謂赤痢保菌者の今昔

 現今の様に赤痢の激 しい流行下で赤痢の健康保 菌者

が多いであ らうことは 容易に推定できる。勿論 今 日の

此の所謂赤痢健康保菌者の中7yは 赤痢を意識 しない程

軽症であつた赤痢快復俣菌老並に赤痢を仮想 しての家

庭に於ける素人治療後の全快復保菌者 と解釈すべきも

のも全国的に見て可な り多 くの%で 含まれてい るであ

らうことは否めまい。而 し,こ の赤痢保菌者問題も決

して昨日,今 日の ことではな く,往時か ら識 られた問題

である。体の健康を現実に持つ者を対象 とした場合の

赤痢保菌者,即 ち所謂健康保菌老発見の割合に関 して

往年行われた権威あ る二 ・三の実験成績を蝕 に摘録ず

るに,ま つ柴田氏(昭 和11年)は 海軍に於いて,新 徴

集 兵の検便を実施 し,平 均0,2%の 割合に赤痢保菌者

を認め,更 に赤痢流行のあった或る艦内に於いて,30

回に亘る検便の結果,被 検者総員の2°oの 割合に赤痢

健康保菌老を検出 した と記録 している。

 尚ほ昭和11年 陸軍に於け る北野氏の調査では0.12%

の割合に 赤 痢 の 健康保菌者を検出してい る。又夫れ

よ り以前,昭 和8～9年 の赤痢発生時に於ける此の種調

査では,赤 痢保菌者は2.6～3.4%に 及ぶ成績を見てい

る。そ して,こ の成績は同年の赤痢非流行時の同種調

査成績0.3～0.7%Y'比 較 して,同 患者発生時には,そ

の非発生時 の5～8倍 の高い赤痢保菌者数を示す との

見解を報告してい る。

 又,大 坪氏は,昭 和10年,東 京都に於いて 0般 健

康者について赤痢保菌者検索を実施 し,1。09°oの 陽性

率 を認め,更 に黒木氏は,昭 和12年9月,福 岡県大牟

田市に於ける赤痢大流行(水 道,水 系感染)に 際 し,

健康者の赤痢保菌者検索を実施 した結果,同 市民の約

2.7%が 同保菌者であ ることを立証 し之を発表 した。

 誉本学教授,医 博

又近 くは 昭和27年 神戸市内に於いて,中 日本重工業会

社に集団赤痢が,昼 食が原因 となつて爆発 した際,一

斉保菌者検索を同流行関係範囲CyL就い て実施 した神戸

市衛生当局は,被 検老総員の7.4°ol!`同 流行菌型の赤

痢保菌者(潜 伏保菌者も含 まれ る?)を 外見上の健康

者に発見証明 した と発表 してい る。

 叙上の様 に,赤 痢流行時 に,そ の関係 区域 に赤痢健

康保菌者が増加する傾向にあ ることは往時か ら既に認

め られた事実であ る。而 も亦,反 面此の指数は赤痢流

行時に一般に赤痢健康保菌者や,赤 痢の快復排菌者が

平常時の数倍乃至夫れ以上に増加するものであ ること

を如実に立証する反証でもあ り,同 時にこれ等の事実

が昔も今も変 りない ことを示す もので もある。

 _般 にSalmonella and Shigella groupに 特に

撰択的に優れた腸内菌分離培養基であるSS・agarの

使用が始められた頃か らの東京都衛生研究所の赤痢健

康保菌者の検出率は上昇 し,而 も今次本邦に於ける赤

痢流行の遂年激 しくなるに伴つ て,赤 痢健康保菌者の

数も遂年増加の傾 向にあ ることが,検 便結果 の上lyL現

われ ている。即ち,昭 和25年 が0.15/,昭 和26年 が0.

49°o昭和27年 が].13/と なつているが,然 し此の成績,

即ち検出率の遂年上昇は、単に検索技術の熟達向揚の

みでな く,赤 痢流行の遂年増加に伴 う事実上 の赤痢保

菌老数の増加の現実 の顕れ も加味 された数字だと信じ

て可ならん と思考する。

 著者は赤痢非流行時の真の意味の健康保菌者の調査

の経験を持たないが,赤 痢保菌者が,給 食施設従事者

中に検出された場合及び,赤 痢の集団発生のあつた場

合に際 して,当 該生活集団の健康者の一斉検便を実施

した経験 は之を有 し,そ の際の赤痢健康保菌者検索の

経緯は前回既に述べた如 くである。

 例えぽ,著 者が京都府衛生研究所在勤中昭和26年 の

京都府舞鶴市立新舞鶴小学校に 於 け る 給食が原因し
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た赤痢集団発生の際,実 施 した同校学童及び職員総員

の赤痢菌の一斉検索に当つては,そ の保菌老検出率が

実に5、203%で あつた。又,京 都市立板橋小学校での

昭和28年7月 の給食(昼 食)の 「うどん」が原囚 となつた

(と 当市報告)集 団赤痢の大爆発事件発生の際の同校学

童の健康者の赤痢保菌者数は,私 の調査では被検者数

の5.004%に 検出され,更 に又,学 校給食炊事員が赤

痢保菌者であつた為に発生 した異例の同型の赤痢健康

保菌老集団発生が,昭 和23年10月 に京都府宇治保健所

管内小倉小学校で勃 発したが,そ の数は実に児童実数

の3.548%に 相当するものであつた。

 更に又,昭 和29年3月 には,前 記宇治保健所管内の

宇治市菟道小学校 と,及 び同市宇治小学校で,殆 ど同

時期に,給 食炊事員に赤痢保菌者が発見され て之が問

題化 して,両 校共 に一斉に赤痢保菌者検索が企画され

著者指導 の下 に実施 した学童,職 員,総 員の検便の結

果,菟 道小学校では被検者全員の2.329%に,又,宇

治小学校では被検者総員の2.462°oの 割合に炊事員保

菌者 と同型の健康赤痢保菌者を検出した。

 叙上 の場合,新 舞鶴小学校の事件では真正赤痢患者

249名,疑 似赤痢患者(赤 痢菌末検出下痢児 童)292名

計541名 の下痢患老が出てお り,周 囲の健康児 童か ら

は5.203%の 同型赤痢菌(Sh,sonnei)保 有者が倹出され

た ことは,当 然 のことであろうし,之 は又,昭 和28年

6～7月 に勃発 した,前 記の京都市立伏見板橋小学校

に起つた赤痢集団発生の場合 と,そ の様相を酷似 して

おるのである。

 又,前 記小倉小学校,菟 道小学校,宇 治小学校(何

れも京都宇治保健所管内)の 三校に於ける赤痢健康保

菌者検索実施の動機は相等しく,即 ち,夫 々の小学校

に於ける給食炊事員に赤痢保菌者が発生 したためであ

り,そ のための同型菌の感染であつた。

 而も夫等三校の赤痢菌保有者検出率が又上 記の如 く

殆ど相一致 しているが,此 の事実は必ず しも単なる遇

然の一致 とは解釈 し難いのである。この事実を昭和28

年9月 厚生省が実施 した全国に対す る無作意抽出地域

の健康者を対象 とした赤痢実態調査によつて険出され

た全国平均赤痢保菌者検出率0.6%に 比すれば私の実

施 した上記の三小学校の赤痢保菌老(健 康)数 は裕に

数倍に値 し従つ て著者はやは り,該 三小校は赤痢菌に

よる濃厚汚染の生活集団であつた と称 し得 ると信ず る

ものである。そ して其の濃厚分布の所以が.同 給食炊

事員が先輩i赤痢保菌者であつた ことは全員が同型菌の

保菌者であつた ことで明白だと信ず る。
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3. 赤痢の長期排 菌者問題

 赤痢患者の排菌持続期間に関 しては,一 般 には第一

病週末か ら,原 因菌の検出率は急激 に低下 し.臨 床上

治癒が認め られる第三週末頃に至れば,最 早同排菌が

停止すると云 うことが,古 来赤痢の予後に対す る月並

の見方である。而も此の観念は,試 験研究に専念する

所謂研究 室人以外,今nで も尚ほ広 く医家の固執す る

ところであ ると思われ る。そ して此のことは,赤 痢が

完全に腸内だけの,所 謂局所感染症であ ることも亦,

他の全身感染症であ る Sahnonellosis等 とは違つ て

比較的早期 に排菌の停止さるべ きことが理論 杓にも当

然 肯定され るため と考え る。

 ところが,赤 痢菌のSulfa剤 耐性が漸 く問題化 して

来た昭和25～26年 頃か ら,赤 痢菌の排菌期間が研究室

人以外の一般臨床医家にも,衛 生行政担当者間にも推

理的に問題視され るようにな り,そ し て此の理由を

又,単 純にSulfa剤 耐性赤痢菌の出現にあると説い

た学者す ら 砂 くなかつた。勿論此の説は,そ の 一部

を負 うとしても,大 局的には偏見的に解釈された誤断

であつて,此 の事実(所 言骸 期1非菌者)は 前述の如 く

既に以前か ら認められていた ことなのであ る。此 のこ

とは昭和35年4月5日 の第34回 日本伝染病学会総会に

於いても繰返 し述べてい る臨床実験老もあった。

 抑々赤痢患者の排菌が,比 較的長時日に亘るもので

あ ることは前述の如 く,既 に昭和10年f時 の警視庁勤

務の大坪博士が,東 京 駒込病院を赤痢全快者 として退

院を許された57名 に就い て,以 後長期 に亘る検便(2

W毎)を 実施 し,実 にその28.9%に 初期同型の赤痢菌を

証明してい るのである。そ して該排菌期間も相当長期

に亘ることを報告し,次 いで昭和13年 ～14年 には阿部

実博士も上記大坪博士の研究を復試することとして・

72例 の患者について・連 日検便を持続実施 した結果,退

院時期に当 る第3病 週末乃至第4病 週に於いて,治 癒

患者の病 日別に して,約aa/,週 別に見て,約30°oの

排菌者を認め,襲 の大坪博士の発表を是認 してい る・

 更に又,金 沢氏は103～193日 間にi-i二つて赤痢菌排出

の続いた7例(健 康及病後排菌者)を 報告し,又,宮

尾氏は3～8年 前 に赤痢の既往症のあつた2例 が.直

腸に潰瘍を有す ることを証明し,同 時にその2例 か ら

赤痢菌を検出した と報告 した。更に北野博士は6ケ 月

以上の赤痢排菌持続者の2例 を報 告し,黒木氏も亦,大

牟田市で63例 の赤痢健康保菌者が,8ケ 月以上1年2ケ

月に百つ て保菌状態を継続 した事実を報告してい る。

 叙述の如 く,往 時から,赤 痢菌の長期排菌者は認め
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られていたのに,当 時はそのような事実はあつても,一

般には寧ろ例外的事実 として片付けられ ていた傾向に

あつたが.大 坪博士等は又前 記とは別途の機会に,赤

痢健康保菌者及び同病後の快復排菌者の内,相 当多数

に,250日 以上もの排菌持続者例を認めて,氏 は赤痢

保菌者の病後排菌 日数は予想外に長 く,而 もその排菌

状態は連日性のみでな く,断 続的で もあ る事実を明か

にして,斯 界の注意を喚起 している(昭 和11年)。又昭

和14年 阿部実博士の研究では,270日 迄の排菌間歌日

数を持つ場合があ り,従 つて,退 院時期に於げる検便

にて,2～3回 の排菌陰性の結果に満足することの危

険を力説 しているが,此 の見解には著者も判然 りした

経験を持ち(後 述)誠 に同感である。

 叙上のよ うに,赤 痢保菌者の長期排菌者症例は実に

Sulfa剤 使用以前の時代か ら,既 に認められていた事

実 なのである。

 唯赤痢蔓延度の低かつた往年では,学 者のかか る貴

重なる実験成績も,一 般に臨床家や衛生行政家の諸彦

の介意するところとならず,無 意 に看過され勝であつ

たに過ぎなかつた と云 うだけであ る。而 し一方に於い

てSulfa剤 耐性赤痢菌出現の事実は今 日之を否定出来

ぬことは後述の如 くであ る。

 然らば,Sulfa剤 や,抗 生物質Antibiotics等 の優秀

品の量産 も叶い,之 等の薬品が,赤 痢の治療に旺んに

投与 されている今 日に於ける赤痢保菌者,或 は.そ の

長期排菌老の出現割合如何,又 は,是 等 の化学療法剤

のなかつた往年に於ける前 記の保菌者及び長期排菌者

出現状態などの比較を試み るに,大凡次の如 くであ る。

 即ち,我 国に於いて,Sulfa剤 が赤痢の治療に広 く

とり上げられ る機運を醸生 したのは,緒 論 にも述べた

如 く,日 本学術研究会議の風土病研究特別委員会の伝

染性疾患研究会内に設けられた化学療法研究班であろ

う。

 而してSulfa剤 を初めて赤痢治療上 の特効剤 として

提唱 した のは1940米 のMarshall等 で,彼 等は第一一に

Sulfaguanidinを 創製 し,之 を赤痢治療に推奨 した。

 日本では,そ の頃,岡 田長豊博士が初めて赤痢治療

にSulfa剤 の卓効を説いたのであつた。そ してSulfa

剤の赤痢治効の優秀性が次第に広 く認め られ,旺 んに

学者や,臨 床医家が之を唱導す るところ とな り,一 方

医薬界YT於 いても,種 々の化学式を持つたSulfa剤 を

提供す る と こ ろ とな り,同 時に,又,他 方ではその

使用上の宣伝が.専 問誌は勿論,大 衆 目標の一一般雑誌

や,新 聞紙上に至 る迄盛んに掲載 され る と云 う仕末

で,今 日では文字通 り,素 人 の下痢治療に迄利用 さ

れ,夫 れは寧ろ乱用の傾向にさえ陥る事態になつてい
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る。そ して其のよ うな状態の結果は,Sulfa剤 使用僅

かに10年 にしてSulfa剤 耐性赤痢菌の出顕抜aす ると

ころとな り,今 日では最 甲・殆 ど総 ての種類のSulfa剤

が赤痢治療剤 としての地位か ら落 伍す るに至つ てしま

つた。

 然 らば,今 日,赤 痢菌のそ の耐性度如何 と云 うと,

即ち,全 くSulfa剤 に抵触 した ことのない赤痢菌(保

存菌株)が1～2mgr/cc感 性であ るのに反 して,最 近

の流行菌株は10～25mgr/cc感 性が通例である。

 ところが,斯 るSulfa剤 に代つて,拾 頭 し旺んに赤

痢治療に投薬され始めた のが,抗 生剤Antibioticsで

あ る。本邦で最初に赤痢治療 に投与 されたものは緒論

にも述べた ようにStreptomycinで,次 いで, Chlo-

romycetin(Chloramphenicol)Terramycin,(O-

xitetracycline), Aureomycin(Chlortetracycline)

Achromycin(Tetracycline),等 と,相 次いで赤痢

治療効果が挙げられて居るが,而 し之 とて結局は抗生

物質耐性赤痢菌の出現がぽっぽつ認められ るようにな

り,今 日では相当に優慮すべ き抗生剤耐性赤痢菌の証

明がある実情である(後 詳述)。

 即ち,赤 痢菌の薬剤耐性 に関 しては別途に詳述する

としても,Aureomycin, Terramycin Chloromyce

-tin, Achlomycin等 の治療効果は,今 尚ほ高 く評価 さ

れている。しか し,抗生物質Antibioticsの 赤痢治効は.

臨床的には実に劇的薬効が認め られながら,尚 ほ細屡

菌学的には必ず しも臨床的効価 とは並行 しない場合が

々であ る。即ち,赤痢の臨床症状は梢 退 しても赤痢菌の

排泄は更に継続 して停止を見 ざると云 う状態が30～40

%に 見 うけられ ると云 うのが実情 と云 う訳けである。

此のことは,一単に赤痢菌の薬剤耐性問題 とは 別途に,所

謂赤痢の病後保菌者(快復保菌者又は病後排菌老)の 出

現 とも極めて密接な関連性 のあることも考え られ る。

 従つて赤痢の化 学的療法は,医 師によつ て完全なる

施療が望まれ る次第である。

 赤痢が,従 来の方法,即 ち寧 ろ自然的治癒にて退院

期(3W)後 に患者の30～40%の 赤痢菌排泄者数が認

められていたものが,昨 今では,化 学的療法 の進展(

抗生物質療法)に よつ て,15°o程 度に迄は前 記同時の

同菌排泄者数が低下 した ことは 諸大病院に於いて認め

られつつある事実である。而 し夫等保菌者の内, °o

は更に長期排菌者 として,数 ケ月～年余にわた る実例

報 告も屡々認められ るところであ る。

 著者も京都府在勤中(京 都府衛生研究所細菌検査部

長)昭 和28年7月 初旬,精 神病院である京都府立洛南

病院入院患者に赤痢集団発生があつた際,同 患者につ
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いて,赤 痢菌排泄期間の観察を行つた ことがあつたが

その際,此 の集団に於いても数 ケ月～年余に亘つて感

染赤痢菌の排泄を認め る例が実証された。而 もその排

菌の状態は断続的(即 ち間 歌的)で,且 つその排菌間歌

日数は数十 日或は夫れ以上数 ケ月にも及ぶ者も認めら

れた 。その時の調査成績を作表す ると次の如 くであ る。

第15表 保菌者の治療と排菌状況調査成績 (平 田,小 松)
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 即ち,赤 痢流行時に於ける同保菌者の出現状況や,

又その長期排菌者出現等の関係は,化 学療法剤(Sulfa

剤や抗生剤)の なかつた往年にあつても,亦 夫等優秀

なる上記治療剤の出廻つている今日に於いても,数 的

増加以外,そ の様相等にあつては,一 向に特別な変遷

は認められない。

 数の増加の点にあつ ては,度 々記述 したように,昭

和21～2年 以来,本 邦の赤痢流行が激 しく,従 つて方

々で赤痢の集団発生の頻度 も高 く,例 えば,昭 和30～

32年 の3ケ 年間の我国にご於ける赤痢の集団発生回数は

厚生省の発表では 届出件数1,025件,患 者総数約300a

O名(之 は同年内総発生数の12.5%)で ある。(之 が

伝染経路を尋でにご記 してお くと,水 系22°o,食 品にごよ

るもの26%,接 触伝染28%,不 明24%と なつておる)。

 そ のために,健 康 者を対象 とする赤痢保菌検索の機

会も多々重な り,労 々,保 菌者検出頻度 も高率を示す

ことは否定出来まい。この ような特殊地域,即 ち,赤

痢集団発生ケ所を持つ地帯が,全 国的に数多 くなると

同時に,日 々に菌検索上の諸技術の向上も,一 役買つ

ていることも大いに強調すべ きであろ うと信ず る。

5. 赤痢保菌者 の行政 的扱いに対す る卑見

 赤痢の保菌者が,赤 痢の伝染源とな る点に就いては

赤痢患者の場合 と同様であ ることは今更言を侯た ざる

ところである。

 而 して,そ の種類(保 菌者),及 び同排菌の状態や,

排菌期間等の様相な どに就いては.既 に述べたよ うに

健康保菌者,病 後保菌者(之 等は健康排菌者又は病後

「或は快復」 排菌者 とも呼称する)fの 別があ り,そ

して其の排菌状態も個別(保 菌者別)に 区々であつ て

数週～数 ヶ月,或 は年余に亘 るもの等が認められ る。

そ して上述のように,之 等保菌者が小な り,大 なりの

赤痢流行の源 となつてr.百,幾 千,万 余に達する大集

団赤痢発生が戦後の本邦では決 して珍 らしくないので

ある。

 そ こで,之 等赤痢保菌者の行政的措置についての適

切な る対策の樹立,そ して之が普及の徹底を期す る施

策が,年 中行事 となつて,年 々莫大なる予算が掲上,消

費 され てい るのであ る。そ して此の完全なる実績を望

むなら.同 保菌者を片端か ら郵つぶしに摘発 して,そ

の全員を収容 し.以 つて完全治癒を期するならば,中

分ないのであ るが,前 に も述べたよ うに,本 邦に於ける

年間赤痢保菌者の推計が600万 人と云 う数字では,そ の

完全措置の実施 等とは思もよらず,予 算措置の面か ら

厚生省では敢えて手 も足も出ない と云 うのが本根であ
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ろ う。

 然 も尚ほ年々赤痢保菌者数は増加 し,果 して今日全

国でその届出されたもの,及 び行政上表面に出ないも

の等合する と該保菌者数は想 像もつかぬ程多いのでは

ないか と思 う。それでも国民 の保健衛生上,こ のよう

な重大な危期にある赤痢 の絶滅を期 待するな らば,ど

うしても適切な る保菌者対策は今の 日本では絶対に軽

視出来ぬ防疫上の急務の一っであろ う。而 し既述の如

く,現 下の日本で常時全 人口の1～2%或 は夫れ以上

にも昇 るか も判 らない赤痢保菌者全員を,公 費を以つ

て強制収容 し,施 療す るとな ると,上 述の如 く莫大な

予算措置 を 必 要 とし,而 も夫等保菌者の内には幾%

かの一 家の生活責任者もあろ うし,そ うな ると,官 庁

は夫等一家族の生活費保証迄負担せねばならぬ端 目に

追込まれるのである。こ うな ると国家は,到 底及びも

つかぬ莫大なる経費の額 の前 には,撲 手 なす術べのな

い,単 なる机上の話で終つ て しま うであろ う。

 而 し,衛 生行政担当者は唯 々無 為無策で完全に供手

望観もならず,何 程かの打つ手 も計画せねばならず,

そのためには重点的に消極的対策を構ずる外,取 る手

段もなかる可べ,そ うなると,大 体次の次第で先づ赤

痢保菌者検索方針を樹立すべ きであろ う。

 即ち(1)保菌率の高い と思われ るもの

    例 えば,患 者及び保菌者の家族及びその接触

       者(看 護者)又 全家族等,

   (2)伝播の危険度の高いもの

    例えば,食 品業者及びその家族,集 団給食の

       炊事従業員,水 道関係従業員等,

   (3)その他赤痢予防上特に必要のある場合

    例 えば,小 地域の流行で,徹 底的に保菌者を

       洗い出す ことの可能で,赤 痢予防上効

       果が期待 され る場合,流 行の推移を知

       るための一手段 として保菌者蔓延状況

       の調査を行 うよ うな場合,

 次いで,同 保菌者の処置であ るが,此 のことについ

ては,夫 々定めがあつ て,種 々規定されてい る。(伝

染病予防法第2条 及び同施行規則第10条 第11条 等であ

るが,之 は繁を避けて省略す る)。又在宅保菌者の場合

之は伝染病予防規則第12条 によつ て,該 保菌者の守 る

べき義務が規定されてい る。例 えば,便 所の専用(即 ち

専用便所)と か,手 洗水 中に消毒薬を混入す る。或は

用便の都度,後 で消毒薬を便池に投入す る。尿尿に汚

染されたものの消毒を成す。

 又 このような保菌者の禁止さる可 き業務に就いては

伝染病予防法第8条 によつて,同 法施行規則第31条 が
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該当事項である。著者は文 の繁を避けて省略するが,

要す るに,飲 食業者,集 会場,及 び劇場等の従業員総

てに適用されたものである。

 尚ほ以上の外,保 菌者の菌消失の判定等に就いては

特に,集 団給食及び公衆 食堂の従業員,そ の他食品取

扱者等にして,菌 保有者である者には,一 段の注意 と

監視 とが必要であ る。殊に現に実施 されている保菌検

査上,陰 性結果の2～3回 で,そ の者を解放す ること

は,前 にも述べた如 く,断 続的に然 も相当長期に亘っ

て,排 菌者が相当に多い現状下では甚だ危険であ ると

云わねばならない。著者等の経験では,排 菌間歓数十

日,或 は夫れ以上 の実例も屡々認めてい るが,こ のこ

とは誠に注意せねばならない事項である。(長 期排菌

者の項参照のこ と)。

6. 赤痢 の流行 とその菌型

 近年に於ける赤痢流行状況 と,菌 型関係に就いては

,多 くの試験研究に於いて指摘されているよ うに,昭

和14年 を ピークとした流行は,殆 ど日本分類法 の二木

菌属,特 に駒込赤痢菌属,即 ち,国 際分類法によ る

Sh, F 2 a,及 びF2bを 主流 としたが,第 二次世界大

戦終了の年,及 びその翌年の本邦の赤痢大流行は,主

として志賀型赤痢菌即ち,Sh.shigaeに こよつた。

 これはその当時,終 戦によつて.南 方フ ィリピン方

面 よりの復員軍医等の話によると,そ の当時,南 方に

旺んに志賀型赤痢菌が大流行 していた と克 く聞いたも

のであつた。惟 うに,当 時我国に志賀型赤痢菌が急角

度 に全国的に拡大流行 した ことは.或 は軍並に各種船

団の頻繁な南方よ りの入港があ り,夫 等のことか ら,

種 々の条件によつて生ず る赤痢流行地域(戦 勝者支配

南方地域)よ りの赤痢菌輸 入の危険が全 くなかつた と

は誰れ しも断言出来ない ことではあ るまいか。殊に,

当時敗戦全土の,特 にご上陸地点及び,そ の界域の防疫

は極めて厳重ではあつても,夫 れは勝者のみの利得に

帰する一方的のものであつた ことは,何 としても敗戦

国のみの知る悲みであつたであろ う。従つて斯 る状況

下 にて,各 種伝染病病原 が,絶 対に持ち込まれなかつ

た とは何 人も確証出来まい。

 次いで,昭 和24年 に始 つた現在の赤痢流行は,再 び

B-group(二 木菌属)を 原因菌 としてい る。 この状態

は,往 時,赤 痢菌が,故 志賀博士によつて,始 めて,

東京で発見されたその前後の関係に,克 く似たものが

あるように思われ る。志賀博士が,所 謂志賀型赤痢菌

(Sh.shigae)を 発見分離 した当座は,流 行がSh・shig-

aeで あったにもかかわ らず,そ の数年後には,二 木博
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士によつて始めて分離された所謂二木赤痢菌即ち,駒

込A,B1, B[, B皿,(後 にBIとBgと は同一T・

ypeと 認められたのでBIに 統一 された ので赤痢菌駒

込Bは 爾後BlとBHの 二型 となつた),が 発見され

始めたのであ る。 今 日の,B-group F 5 a, F 5b(

本邦 のものは平 田の発色能から見るとF5bが 駒込A

に相当する)即 ち,駒 込A型,F・Vari・X・Vari・Y,

(駒込BI), F2a, F2b, (駒込B皿)の 各赤痢

菌が,流 行 し始めた次第であ るが,こ のことは,そ の

当時(1900-1903年)欧 米の各地域其の他南方諸国地

域に於いても,随 所に認められた事実であることが文

献に明瞭であ る。

 即ち,1900年 に,米 のFlexner博 士が米,比 国に於

いて,志 賀型赤痢菌の発見分離(後 ち比島赤痢菌は赤痢

フTリ ピン菌と彼 自身によつて更められ今 日のB-gr-

Oup Type F.の 代表菌種 となつた)に 成功 した。又同

年(1900年),欧 州に於いては,独 のKewse博 士が,

志賀型赤痢菌の発見分離にご発足 している。次いで志賀

型赤痢菌に代つて,所 謂pseuddysenteryの 発見等,

そ して,そ の他の学者によつても亦種 々変つたType

の赤痢菌が採取 され ると云つた工合であ る。そ して又

幾何かの歳月を経て,志 賀型赤痢菌の流行があ ると云

うふ うに,正 に「歴史は繰返され る」 と言 う言葉が,菰

でも当嵌まるのであろ うか?而 し又反面細菌の化学の

異状な発達 と共に,今 日微生物の変異問題を無視する

訳けには行かない し,殊 に生活環境の如何によつて,

様 々の変異を最 も起 し易い赤痢菌と,そ の収拾 し難い

復雑な赤痢菌菌型 との問題に就いて深い関心が集 まる

のも,決 して無理ではないようY'思 う。そ して生物学

的に様 々な変異をな した赤痢菌がAntigenicに も種 々

に変異を生 じる事実の存することは志賀型赤痢菌を除

き他の各種Typeと して独立する赤痢菌のOriginality

があやぶまれ る感 じなき能わずである。然るに赤痢菌

の分類に関 しては,既 に前 にも述べたよ うに,国 際分

類法 も制定(昭 和26年)さ れ ているが,之 に対 し,赤

痢菌の抗原分析が 日本学振法よ りも精 密 と云 うか芸

が細かい と云 うか,そ のために流行菌型の推移を観察

す るのに頗る便利だと称す る学者も多いが,著 者(平

田)は 赤痢菌の国際分類法中のA-group Type 2(日

本分類法の大野赤痢菌属)及 びB-group 6(日 本分類

法の箕田赤痢菌属)は 夫 々現所属(国 際分類法)grOup

か ら切離すべ きが,総 体的に見て当然妥当 で あ ろ う

ことを主張 したい。即ち,A-group 2(大 野赤痢菌)

はB-groupに 戻 し,次 いで, B-group F 6は,之 を

B-groupか ら除き独立せ しむべきである。
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 尚ほ今日の国際分類法に,更 に平 田(著 者)の 赤痢

菌の発色能試験法を応用するならば現国際分類法 の矛

盾を明確に教ゆるであろ う。即ち,夫 れは第九表 に明

瞭であ る。そ して更に平田の赤痢菌発 色性で現国際分

類法様式中同列を許されないのY'.B-group Type F3

aとF3b,及 びF5aとF5bの 二組がある。 この二組

ではF3a(原 株)はAchromogellic(非 発色性本で

あつて,F3bがChromoparic(発 色性)で あ る。又

F5aはAchromogenicで, F 3bはChromoparicで 明確

に異なるを知る。即ち,叙 上を見るとF3は 日本分類

法 の川瀬赤痢菌に相当す るとされ るも実際はF3bが

正当の口本分類法の川瀬菌種に該当 し.他 方F5の 場

合は 日本分際法の駒込A赤 痢菌に当嵌めてあるが,実

際はF5bの みが正当の赤痢駒込A菌 に該当すること

を,著 者は強 く主張するものである。

 近時,本 邦に於いて特に広 く流行する赤痢菌は,や

は りF2で,次 でF3,尚 ほ最近は, D-group,即 ち

Sonnei菌 も相当に広 く流行 し℃ 、・るのが実情である。

而 し此SOnnei赤 痢菌の今次の流行も1954年 頃迄は関

東以北地帯が主であつた。然 し今〔ではSonnei赤 痢

菌の流行はF2の 流行に比すれば,頻 度も発病者数も

少 く問題 とはならないが,そ れでも地域的には近年C

々国内の処々方々に此のSonnei菌 による集団形式で

食中毒型的に学童問に発病が認められている。

7. 赤 痢の所謂交叉感染

 最近(昭 和27年 ～28年),阿 部実博土は,赤 痢の再

感染或は交叉感染(Crossinfection)の 問題を取上 げ

て報告してい る。氏は,院 内に於けるその例を述べ て

い るが,そ の際,国 際分類法に よるGrOupを 等 しくす

る菌の再感染では排菌は認めても,臨 床症状の再現は

ない・groupを 異にす る菌の再感染の場合には症状を

再発現す る場合が多いとして,血 清学的にも類縁関係

の免疫成立を述べている。

 筆者は,京 都府衛生研究所細菌検査部長在勤中,京

都府立洛南病院(精 神病院)で 赤痢集団発生のあつた

際,当 の赤痢患者(長 期排菌者)中 にて重感染の一例

を認めた。 即ち,当 患者は最初は国際分類法によ る

D-group Sh・sonmeiの 感染を受けた長期感染者であ

つたが,i数 ケ月後に突如 として, Shigella B-group

F2aを 排菌 し始めた。当病院の他の同時保菌者(精

神病患者)が,殊 ど総てShiglla B-group F2aの 排

菌者であるところか ら,前 記Shigella D-group Son

nei菌 保有者は他のSh・F2a保 有者への接触によ り,

その保有菌F2aの 感染を重ねて受けた もの と推定さ
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れ る。而も,当 保菌者は,そ の後の菌検査続行によつ

て交互にSh. B-group F 2 aとSh. Droup Sonneiと

が,排 菌されている事実が判明 した。

 一・方私は念のために,こ の保菌者,血 中の当保有菌

即ち,F2a and Sannei菌 に対す る抗体価 の測定を

試みることにした。 ところが.当 保菌者は此の両菌 に

対 して,夫 々別 々に1280～3200倍 の血中凝集素価(生

菌に対 して)を 認めた。

 即ち,赤 痢の交叉 と,免 疫発生の関係 に就いては赤

痢患老を収容せ られる臨床医家に於いて,益 々此の種

の精密なる研究が望 ましい。夫れは この問題が,極 め

て困難視 されてい る赤痢のVaccin問 題にも密i接なる

関連性を有するか らであ る。

 即ち,私 の此の経験から按ず ると,前 述の如 く,初

期感染菌(Sh・D-group sonnei)に 対する血中抗体

価は相当高度(1280～3200倍 のAgglutinin-titer)

に認められるに拘 らず,Groupを 異にす る赤痢菌(此

の場合Sh. F2a菌)の 二次感染が成立 し,而 も以後

同時に両者長期保有老 として夫等保有菌の検出が認め

られ,且 つ重感染薗に対す る凝集価 も亦対初期感菌凝

集素価 と殆 ど同'`:,」一の高度(1280～3200倍 程度)に 保有

するところを見 ると,当 二 次感染菌に対 しても,当 患

者はその菌の体内(腸 内)増 殖を許 してい ると見 る可

きである。而も当該患者は,当 時の臨床記録を見ると

,粘 血便の下痢を再現 しているのであつて,叙 上の事

実は又前 記阿部実博士の赤痢交叉感染の実証記載に一

致してい る。 こう見て来 ると,赤 痢予防ワクチンの製

造に当つては多種型混合 ワクチンの要,切 な る訳けで

あ る。

 尚ほ,前 記阿部実博士の東京社原病院に於ける赤痢

再感染及び交叉感染の例症報告の一表を紹介すると,

次の如 くである。

第16表

ロ伊

1

2.

3

交 叉 感 染
又 は再 感 染

A→B

B→A

S

 
●

4 B→D

5 D→B

    再感染時赤痢回数    
症 発 現 例数

1

1

15

26

10

0

0

4

7

9

(阿部氏調査成績)
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8. 手指汚染についての 自家実験

 自他共に手指の媒介す る糞便を 口中するな」 とは,

消化器伝染病予防上,最 も身近な問題 として,而 も元

国立予防衛生研究所長小島三郎先生の切実な格言で,

且っ之程穿つた銘言はない と信ず る。

 人間は必ず と申しても,決 して過言ではない夫れ程

排便時Y'手 指を汚染する習性を持つ動物である。如何

に便所の改良が行われ ても,排 便時の手指の汚染丈け

はどうにもな らない。正に此の問題は人間に とつては

宿命的である。そ こで此のように汚染された手指の清

洗消毒が,完 全であることが,他 人のためにも,自 己

のためにも必然的に重要な衛生上の日常事項である。

 著者は,昭 和29年3月,京 都宇治市内の二つの小学校

の給食室に於ける赤痢保菌者発生に当つて,両 校の学

童合して約3000人 余,及 び職員についての赤痢防疫に

従事 したが,そ の際,私 は不用意にも,赤 痢菌の感染を

受けた。私は腹部膨満感の自覚症状程度 にて既に軟便

に粘血を認めたので,時 を移 さず防疫医の指 示を得て

直ちにCM(25pmgr三 共 カプセル)を 服薬,そ れで,

自覚症状は服薬3回 位で消退したが,尚 ほ感染菌の排

泄は7日 程続いたので,此 の期間を利用して,著 者は

手指汚染について 自家実験を行つた。そ して次の成績

を得た。

第17表 手指汚染に関する自家実験(1954年4月)

用紙轍L枚1二 枚 三枚 四枚 五枚

々
軟
便

赤痢菌

大腸菌

十

十

十

+ト

(註)用 紙は上質の塵紙(20Cm平 方,重量50枚50gr)

表中(+)は 目的菌の証明,(一)は 目的菌の陰性を

示す。 尚ほ菌の証明は用便仕末後栂指 と人指 し指 と

を以って遠藤培地に指型を作 り,之 に発育 した菌集落

を検査 して成績を とった。

 手指の汚染程度を調査 した成績は,他 人(患 者)を 使

つたものは北研の安斉博士等の報告があるが,著 者は

操作の厳正を期するR的 で実験を意識 しつつ前述の如

く自か らの指先汚染の実験をな し,用 便後の手指の糞

便的汚染の実情を今更の如 く再確認 した。そ して小島

三郎先生の格言は誠に銘言であ ることを私 自か ら実証

し得た ことを喜ぶ者である。

 叙上 の事実は,人 間が用 便後,肛 門の周辺にも多 くの

菌が附着す るものであ る事の反証 ともなると信ず る。
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即ち,人 間 は斯 くして用便後は多 くの菌を含む糞便を

肛門の周辺に附着 したまま常住坐臥 してい る内に,同

附着 した肛門周辺の糞便は泄渇 して遂 には脱落飛散 し

て,該 糞便成分は,極 めて微量ではあろ うが,病 原菌や

寄生虫卵を含んで,食 堂 に,厨 房に,又 教室,サ ロン,

劇場等はまだ しも,食 卓,書 斉の机上 等に迄,何 時 し

か散布され ると云 う仕末 とな るであろ う。

 そこで便所に 「ガ ーゼ」等を入れた消毒液入容器を

常備(3%ク レゾール液)し て,用 便後は まつ衣服調整

の前に手指及び肛門の周辺を消毒液内の ガーゼを利用

して良 く清拭す ることを実行す るな らば,吾 人の日常

生活環境は赤痢菌のみな らず,他 の一・部腸内病原微生

物例えば,小児麻痺,伝 染性下痢症,茂 原下痢症,或 は

伝染性肝炎,泉 熱 等の病原性 ヴィールスや,他 の病原

細菌をも全 く死滅せ しめるであろ う。少 くとも赤痢菌

は人間のみ然も腸内だけの所謂完全な局所感染性の病

原菌である。従て叙上の様な用便後の処置採作 を実行

す るならば,赤 痢の伝染経路は,自 つから著 しく,狭

ばめられ るであろ うと信ず る。

9. 赤痢菌の薬剤耐 性の遺伝性並に多剤耐

 性問題

 赤痢菌の薬剤耐性問題に関 しては既に度べたように

本邦に.於ては,ま つSulfa剤 耐性赤痢菌の出現に始 ま

り,続 いてStreptomycin耐 性赤痢菌の派生す るとこ

ろ となつたのであ るが,今 日之等の薬剤は最早赤痢治

療界から完全に脱落 した と云つて も敢て過言ではあ る

まい。そ して更に今 日では叙上以外の新 しい抗生剤等

に対 しても次述の如 く耐性が成立 しつつあ り,而 も夫

れ等耐性は従来の一・剤耐性か ら交 叉耐性事実の確認が

小酒井博士(昭,27.12.及 び昭,30.7.)及 び操博士

(昭,29.7.)等 によつて,試 験管内実験にてなされ,

続いて北本教授等は前にも述べたが 自然流行分離菌(

Sh.F4a菌)に て交叉耐性を報告した(昭31.7)。 続

いて,田 尻(昭32.5),小 張(昭,32.7.),博 士等の

ShF2bに 就 いての報告は同菌が,同 時6%SM.CM.TC●

剤耐性であ ることを告げて居 り,此 の頃か ら三剤耐性

とか,多 剤耐性等 とい う表現法が専門誌上 に見 られ る

よ うになつたよ うである(後 述)。

 そ して斯る薬剤耐性の発生機序の解明の試みや,該

耐性の遺伝性問題等が追究され るようにな り,着 々そ

の進展が期せ られている。そ こで夫等に関す る知見の

概要を次に紹介 してお くことにす る。

 A.赤 痢菌の薬剤耐性 の遺伝性問題

 本邦で赤痢菌の薬剤耐性が言い出されたのは前にも
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述べたように先づ 昭和25年 頃よ りの大都市に於ける

Sulfa剤 耐性赤痢菌の出現発表で,爾 来赤痢菌のSulf

a剤 耐性の度合は次第に強 くな り,且 つ流行赤痢菌 の

殆 ど90%が,今 日ではSulfa剤 耐性だ と学界で叫ばれ

ているのが実情であ る。

 そ して約2年 遅れて,昭 和27年 頃には,赤 痢に対 し

て,劇 的治効が唱えられた抗生剤Streptomycin(以

後SMと 略)に 対す る耐性赤痢菌が検出され始め.年

一年 とまたた く間に多 くのSM耐 性赤痢菌が全国的に

拡犬分布す るようにな り,今 日では,余 程の特例を除

いては,流 行赤痢菌はSMに 対す る感受性は認められ

ない。即ち,今 日SMは 赤痢治療界か ら除外され,殆

ど完全に脱落 したことは既述の通 りであ る。

 而 しSM剤 に代つて,他 の抗生剤Chloromycetin(

CM)が 赤痢治療に著効が認められ,続 いて, Aureo

mycin(AM), Terramycin(Oxytetracyclin:OTC)

等が登場 し,更 に其の後Achlomyci11(Tetracyclin:

TC)が 市販 され るに及び,之 等抗生剤の赤痢治効も

償揚されてい る。 ところが昭和30年 には,TC耐 性赤

痢菌が内藤伝兵衛博士(京 都)に 発表 され,昭 和31年

には山上,塚 口博士等(大 阪)にSM, OTC, CT,等

に対 して各 々100r/cc耐 性を示す如き高度の耐性赤痢

菌が見出され る等 と,そ の他にも赤痢流行の劇増拡大

に伴って,国 内の多地域に亘つ て,多 くの細菌学者,

及び臨床細菌学者等の問に赤痢菌の薬剤耐性問題は種

々様 々の形ちに検討研究 されてい る。

 そ うした中で特に新 しく学老の注 目を集めたのは薬

剤耐性赤痢菌のその薬剤耐性の長期安定性,即 ち薬剤

耐性の遣伝説であ る。例えば,山 中敏樹博士(名 古屋

東市民病院)の 実験によると次表の如 き成績がある。

第18表 保存中の抗生剤耐性赤痢菌の遺伝性の観察

耐 性 別

SM耐 性

株  数

5株

TC ii 15〃

SM〃

CM ii

TC ii

剤
耐
性

10〃

保存期間

2年3ケ 月

2年3ケ 月

2年2ケ 月

検査回数 鹸 査薬副 不 変 低 下1上 昇

5～6回 SM 3株

5～6〃 TC 13〃

SM     7〃

5^-6ii CM 4〃

TC 8〃

2株

1〃

Q

5〃

0

0株

1〃

3ii

1〃

2%

 このように赤痢菌の薬剤(抗 生剤)耐 性は保存中に

殆ど変動がな く,長 期 に亘 り,遺 伝的に安定性が認め

られ るのであ る。

 また中山氏は,薬 剤(抗 生剤)耐 性赤痢菌の継代(

ブイヨン培養)に よつても,次 の如 く実験50代 継代 に

ては同耐性に変動のなかつたことを立証してい る。

第19表 継代する赤痢菌の抗生剤耐性度の変化

剤の薬理作用に カムフラージされて一方薬剤耐性赤痢

菌保有者多発の危険を忘れてな らない ことを細菌学者

は切望す るものであ る。

耐 性 別 騰

SM耐 倒3株

TC ii 4

・・代2・ 代3・ 代14・ 代15・ 代

陳
1j

量鷲 耀13〃

不変陳 圃 不変

〃 〃レ レ

〃//レ 〃

 このよ うな赤痢菌の薬剤耐性の強固な安定性,即 ち

遺伝性の認められ ることは今 日の我国に於け る赤痢の

広域 大 流 行 にあつては赤痢の臨床で重大なことであ

る。即ち,下 痢腸炎症状に対す る整腸効価 の高い抗生

 B.赤 痢菌の多剤耐性問題

 前項にも述べたよ うに赤痢菌 の薬剤耐性が所有薬剤

に渉 り認められ ると同時に夫等 耐性菌 の分布も次第に

拡大され,然 も同耐性の遺伝性等が確証されつつある

一一方,他 方に於いては,従 来叙上 したよ うに赤痢菌の

薬剤耐性は一剤性であ ることが原則であつたが,最 近

では,そ の線が崩れ,二 ～三剤或は四剤の異なつた抗

生剤並にSu剤 に同時に耐性であ る赤痢菌が 自然 流行

例から屡々分離証明されつつあ ることは赤痢治療界に

大きな脅威であ る。

 而も今日自然流行例 よりの分 離赤痢菌中には三剤耐

性赤痢菌が多 く,耐 性赤痢菌 としての出現率の約70/

～80%を 示 し,次いで一剤耐性,二 剤耐性菌の順序で発

見 されていることは国内大都市共 に略々同じ歩調を示
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している。

 もつ と驚 くことは,昭 和30年 東京伝染病研究所の北

本,川 島博士等の昭和31年7月 号の日本伝染病学会誌

及び,昭 和32年 日本 医事新報第1735号 発表で,即 ち同博

土等は香港で下痢 してOTCで 一・時抑えて帰国した一

患老がSh.B-group F4dを 排菌 したが,此 の菌 はSMに

25D, CMに500,0TCに500 cTcに250, TCに500 mc

gCCの 耐性であつた との興味 ある報告をしているので

あ る。尚ほ氏等は本菌が余 りにも所謂多剤耐性である

ところか ら北本氏自身が,報 告をなすのに,最 初は躊

躇 した と述懐 している。

 尤も之迄は前項にも述べた通 り試験管内にあつては

福岡の操博士,東 京 の小酒井博士等のCMとTC系 抗

生剤間に於け る交叉耐性成立の公表がなされていたが

自然感染の赤痢患者から分離されたそのままの菌が.

多剤に対 して耐性を示 した事実の立証公表は叙上北本

氏等の報告を以つて噛矢 としたものである。爾来細菌

学界に於いて交叉耐性多剤耐性,或 は順次二剤耐性,

三剤耐性 と云 う名称が用 いられる様になつたものであ

る。即ちその後,昭 和31年8月 末から,翌9月 にかけ

て,東 京駒込病院の看護婦間 に赤痢の集団発生があつ

た際に分離された赤痢菌が,SM, CM, TCの 三剤に

強度に同時耐性を示すSh.B-grOup F2b)で あつた と

同院の田尻,小 張博士等によつて,報 告されている。

 続いて又東京都 荏原病院の長岐博士等は昭和32年6

月始めか ら,同 年7月 に亘 り,東 京都世 田谷区玉川地

区に三剤(抗 生剤)耐 性の赤痢菌の流行を発表 してい

る(Sh.B-group rlb菌)。

 叙上 した事実で赤痢痢 の多剤耐性 自然獲得が確認の

域に到達 した訳けである。

 更に又昭和32年9月 には名古屋市外春日井市勝川幼

稚園において赤痢の集団発生があ り,そ の原因菌が,

Sh・B-group F3aで あって,而 も本菌がSM , CM,

TCの 三剤 と同時耐性であつた ことを名古屋市立東市

民病院の落合院長等が,確 認報告 している。

 尚ほ昭和32年10～11月 には,上 田氏が東京都北区神

谷町の一保育園で発生 した集団赤痢 の原囚菌を,又 同

年12月 群馬県太田市の一結核療養所 に発生 した赤痢の

原因菌は松山氏によつて夫々三剤耐性であつたこ とが

報告された。

 そ して又昭和33年10月 始め(初 発死亡患者10月14届

出,名 古屋市中区小川町明曳幼稚園児)前 記明x幼 稚

園児の集団赤痢の際分離 された原 因菌Sh.B-grOupF3a

がSM, CM, TCの 三剤に強度の同時耐性であつた こ

とが確認公表されてい る。その報告を見 ると,此 の時

食物学会誌 ・第8号

の被検者数は総数(園 児家庭を含めて)1888名 で,内

同型のF3a有 菌者が37名 でその37名 か ら分離されたF3

a菌 は何れも前記の如 く強度の三剤耐性で,そ の明細

は下記の如 く証明されてい る。

第20表 37株の薬剤耐性試験(多 剤耐性を示す)

喩 欄SMCM
T M IS T

6株[5…/CC 5…/CC 5…/CC・ …/cc

・・列5・ ・ 〃125・ 〃5・ ・ 〃i… 〃

1〃

11〃

i5・ ・ 〃r25・ 〃25・ 乞 一

8

125・ ク125・ ク5・ ・ 〃

125・ 〃25・ 〃i25・ 〃

100ii

100〃

100〃

 叙上のように多剤耐性赤痢菌による赤痢流行は最早

全国的に認 められ るに至 り,赤 痢治療上極めて憂慮さ

れる段階になつ`Zい る。そ して名古屋の落合博土の報

告を見 ると同耐性菌によ る発症例の症状も非常に強 く

発熱40。C以 上のもの3例,390C台8例,38。C台5例                       1

37。C台 及び無熱のもの4例 で,下 痢は大体1日 に1

～20行 が5例,1日 に6～10行 が8例,1日 に3～5

行が7例,全2行 以下が4例 となつ ている。

 そ して便の性状は膿粘血便はなかつたが,粘 血便,

及び,粘 液便が最 も多 く次いで,水 様便,泥 状便,軟

便等の順序 と報 じてい る。

 更 に又落合博士等は臨床の傍ら排菌状態から見た薬

剤(抗 生剤)の 治療効果 を観察 し,次 の成績を得てい

る。

第21表 耐性赤痢菌感染者の排菌状態から見た薬剤

の治療効果

撚 薬剤 投与例数 睡 燃 陣 騰 数
S M  f   l

T C       10

K M       27

coM       5

       3PNZ

 計       46

1

7

      7

      4

       1

8      12

表中KM.=カ ナマイシン, COM.:コ リマイシン

   PNZ,:panazon

 このようにご多剤耐性赤痢菌 に原 因す る赤痢治療(細

菌学的)は 非常に困難な るこ とを示している。

 叙上のように今 日本邦 各地域 に広 く流行 してい る赤

痢は臨床的Y'L処置な しと云 う有様で国民保健上誠 に憂

慮すべき実情である。果 してこの罪は一体何処にあ り

や,即 ち,臨 症医界にあるか?医 薬業界にあるか?将 又

衛生行政の不徹底に基因す るか?は 仲々容易に断じ難
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いが,私 は斯 くな る上 は赤痢に対す る個人衛生の徹底

あるのみ と信ずる外ないことを戴に強調 して止 まらな

い。以つて公衆衛生の実を納むべきだ と確信す るa

10. 抗生剤耐性の他 への移行問題

 赤痢菌 と対赤痢治療抗生剤 との関係は誠に複雑を示

し,耐 性問題,交 叉耐性乃至多剤耐性問題 と広域大流

行 の継続に煩み抜いている衛生行政当局は勿論,直 接

そ うした赤痢菌 に犯されている患者の治療に当面 して

いる臨床医家を嘆息せ しめている。

 更に又,近 年理論追求に,日 夜浮身をやつ しつつあ

る細菌学者間にあつては赤痢の同一集団流行内で,而

も同一一一Typeの 原因赤痢菌間に抗生剤耐性菌 と,感 性

菌 とが,発 見され る事実,又 此の ような事 実は,同 …家

族間 にての集団赤痢の場合でも認められ ることを,19

57年5月,栃 木県那須郡西那須町大字南赤 田,東 畑中部

落に発生 した赤痢流行に於いて,同 県衛生研究所の本

村 卓夫氏は,東 京大学医学部秋葉教授等 と共に研究 し

て発表している。此の対照になった薬剤はTC(Tetr-

acyclin)で あつた。而 も之等の対TC耐 性,及 び感性

赤痢菌(Sh. B-group F3a)は この両者間 に,区 別す

べ ぎ生物学的性状の差は認められなかつた と云 う。事

実,氏 等の実験成績を見 ると糖分解試験, VP-rea-

ction(_), MR-reaction(十), Indol-reaction(

+)及 びパラキノン反応 一陽性,等 に,供 試薬剤耐性

菌 と,感性菌 との間に区別はなかつたと云 うのである。

唯氏等の分離 し,扱 つた此の供試菌F3aは,標 準の

F3aと 異な るところはSulfa剤 耐性であるこ とである

が,一 般にF3a菌 はSulfa剤 感性だ とされてい るもの

で ある。而 し此の事実は米山氏等が1957年(日 本細菌

学雑誌12)に 既に述べている。秋葉教授の説によると

パ ラキノン反応陽性,Sulfa剤 耐性のF3a菌 は,氏 が

検索 した全体の10°o位にご過 ぎなかつた と云つてい る。

そ う云 う点か ら按ず ると,1957年5月,流 行(栃 木

県)のF3a菌 は一寸異つた性状の菌株のようである。

秋葉教授等は叙上耐性菌 と,感 性菌 との間 には,毒 力

toxigenicityの 差も認めていない(マ ウス試験)。

 尚ほ秋葉教授等は,此 の耐性株 と,感 性株 とを,各

々2株 宛選び,別 々に平板に播種 して,夫 々から30ケ

宛のColonyを 無作意に拾い, TCに 対す る態度の変状

如何を調べて,変 化の生 じていないこと,即ち,遺 伝的

に安定であることを立証 しているから,時 々刻々変 動

のあ るものでもないよ うである。

 そ こで,愈 々本項の首題である抗生剤耐性赤痢菌か
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ら同感性赤痢菌への同耐性々状の移行問題であるが,

名古屋の落合国太郎市民病院長等は,此 の首題の問題

と取つ組み,試 験管内実験ではあ るが,そ の結果,実

に興味深き成績を得てい る。即ち氏等は,最 初に単独

耐性の ①SM耐 性の各種赤痢菌,②TC耐 性各種赤痢

菌を準備 して,夫 等各耐性赤痢菌 の別 々と.F3a菌 の

叙上の各薬剤に感性のものとを先づ個々にブイヨン培

養 したものを2cc宛 混合 して,更 に之に栄養補足の意

味にて,新 鮮なブイヨン培養基4cc宛 を夫 々に注加し,

24時 間37℃ 内に培養し,次 で之を夫々,別 々にソル

ビッ ト加BTB-agar plateに 播種 して,再 び370C内 に

培養す る。 ところが,F3a菌 は幸いにソルビヅ ト分解

性であ り,他 のTypeの 赤痢菌は殆 どの菌種が ソルビ

ヅ ト非分解性であるので,発 育 したColonyを 拾い別

けて,そ の菌の元の耐性薬剤(抗 生剤)に 対す る態度

を観察 して,所 謂耐性性状の供試非耐性菌即ち感性菌

への移行如何を調査 してい る。氏等の此の結果を表示

す ると次の如 くである。

第22表 耐性赤痢菌のその耐性の移行試験(1)

耐 性 別

S M

耐 性

T  C

耐 性

耐性菌種

 Flb

 Fla

F2b

Sonnei

 ク

Fll∫

 Fla

Fab

Var.Y

Sonnei

感性菌種

F3a

〃

〃

//

〃

F3a

ii

〃

//

〃

T  C

耐 性

Flb  F3a標 準

 Fla      ii

 F2b      〃

Var. Y  I

SOnnei    〃

耐性移行菌種

(+)

(一)

(一)

(+)
)

、
Z

土

+

(

一r
＼

)

ヘ
ノ
一)

十

十

十

(
(
一〆
k

ヘ
ノ
)

一)

一)

冊

q
仕
仕
旦
G
F

)
)

(註)表 中(+)は 耐性移行菌を認めたもの

    (一)は 耐性移行菌を認めなかつた場合を意

    味す。

 このような落合院長等は表の実験にて,一 部実験区

を除 き,赤 痢菌の薬剤(抗 生剤)耐 性性状が感性の他

型の赤痢菌 によく移行す るものであることを認めてい

る。更に氏は,多 剤(抗 生剤)耐 性赤痢菌 についても

同耐性が どのように感性の他のTypeの 赤痢菌 に対す

る移行状態を示すかについて実験 し次の成績を得てい

る。
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第23表 多剤耐性赤痢菌のその耐性の移行試験(D

耐 性 別 耐 性 菌 感 性 菌 耐 性 化

SM,CM,

TC,3種

耐 性 菌

SM,CM,

TC,3種

耐 性 菌

F2a

F2b

Sonnei

Fla

Fab

Sonnei

F3a

〃

〃

F3a標 準株

//

〃

+(F3a)

十  〃

十  〃

+F3a標 準

十  〃

十  〃

(註)此 実 験 で はST耐 性 の 随 伴 移 行 を 認 め て い る 。

   ST.:Sulfathiazolの 略 。

 落合博士の実験では赤痢菌 の多剤(抗 生剤)耐 性々

状はそのままの状態で他型感性赤痢菌 に移行す ること

を確認 してい る。而 も同氏は本実験に於いて,赤 痢菌

のSu1fathiazo1単 独耐性の移行の成立を認め得ない

のに反 し,多 剤耐性菌では夫れが可能であつた と報告

してい る。即ち,ST単 独耐性赤痢菌の ST耐 性は

他の感性赤痢菌へ移行せ しめ得なかつたが.他 剤(抗

生剤)耐 性赤痢菌が同時にST耐 性を獲得 した場合,

同ST耐 性も亦,同 時に他型感性赤痢菌に移行す る

と云 うのであ る。 そ して氏は此の方式によるST耐

性の移行事実を随伴移行 と称 してい る。

 尚ほ,こ うした薬剤(抗 生剤)の 移行 した赤痢菌は,

その生物学的性状に何等変化性を見ず,元 の感性当時

そのままであると称す る。

 又赤痢菌の薬剤耐性の感性菌えの移行成立は,必 ず

耐性生菌の混合培養であることが必須条件であつて,

同耐性菌の培養濾液や,又 同耐性死菌の混合では該耐

性移行は成立しないことを実証し報告している。

 尚ほ落合博士の実験では薬剤(抗 生剤)耐 性大腸菌

から感性赤痢菌へ,或 は又薬剤(抗 生剤)耐 性赤痢菌

から感性大腸菌への耐性移行も可能であることを立証

し報告している。而し薬剤耐性大腸菌から感性赤痢菌

への耐性移行の証明は耐性獲得菌の分離検出が発育旺

盛なる大腸菌の発育増殖に邪魔されて甚だ検出困難で

あることに当実験の際には特に注意して成績の判定に

慎重であるべきだと称している。ことを薙に附言して

おく。

 叙上薬剤(抗 生剤)耐 性赤痢菌より同感性菌への耐

性の移行(又 は導入)実 験は,東 大医学部秋葉教授も

栃木県衛生研空所木村所長等と共に落合博士等とは無

関係に之を実施し,そ して落合博土等と同様の結果を
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立証し報告している。そ して秋葉教授等は該耐性移行

の機作 について も之が究明を企図し,DNA分 画等を

もつて当耐性を作るこ との実験を試みたが不成功に終

つてい る。又recombinationの 問題 にも触れ之を追

究 中であ ると述べてい るが,何 れ にしても赤痢菌の薬

剤耐性の移行機序 に関す る理論 については今や実に興

味深 き問題であ るが未だ実験的に立証 され るに至つて

いない。而 し此の問題は実際上Y'も 将又学問的にも将

来どうして も新大桂内科て叫んでい る赤痢の抗生物質

小量療法の治効機序問題 と共 に鮮明されねばならない

重要なことがらであ る。
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